
 
 

 

 
横浜市自転車総合計画（素案）のパブリックコメントに合わせた 

自転車適正利用促進キャンペーンについて 
 

１．キャンペーンの目的 

 平成 28 年２月に予定している自転車総合計画

（素案）のパブリックコメントの実施に合わせ、

自転車の安全・適正な利用を促すとともに、自

転車総合計画への関心を高めるため、「自転車適

正利用促進キャンペーン」（以後、キャンペーン）

を展開します。 

 横浜市が民間の皆様から公民連携事業の提案や

アイデア等を募集する「共創フロント」の仕組み

を活用し、民間事業者からの自転車の安全・適正

利用に関する提案を広く呼びかけ、民間事業者の

様々なアイデア、ノウハウを活用したキャンペー

ンを実施します。 

 

２．キャンペーンの具体的なイメージ 

 キャンペーンは、自転車総合計画（素案）パブリックコメント（平成 28 年２月予定）の実施期間に

合わせ、行います。 

 以下の４つの案について検討を進めています。今後、４つの案について具体的なご提案をいただける

民間事業者とともに、キャンペーンを実施していきます。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

自転車総合計画 

パブリックコメント 

 
「自転車総合計画」

について、 

広く市民の意見又は

提案をいただく 

連動 

 

自転車適正利用 

促進キャンペーン 

自転車の正しい 

交通ルールの啓発 

自転車保険への 

加入の推進 

例えば… 

整備、点検の励行 

…など 

市民の意見を取り入れた

自転車利用環境 

 

自転車の適正利用 

への意識改革 

 

将来の 

横浜の 

姿 

自転車の関心や興味 

を醸成する 

自転車総合計画に関する 

キャッチコピー等の募集 

●計画の【キャッチコピー】や、

利用ルールブックの【名称】

等、誰でも応募可能なキャン

ペーンを行う予定です。 

●キャンペーンの賞品は、協力

いただける民間事業者と連

携して確保していきます。 

 

 

案 

1 

自転車利用の促進 

例えば、自転車やヘル

メットなど 

防犯グッズ 

例えば、ひったくり防

止ネット、反射材など 

自転車保険への加入を促進する取組 

●自転車保険の加入を促進す

るための取組として、加入し

やすい環境、加入意識の醸成

の取組を行う予定です。 

●具体の方法は、民間事業者と

連携して検討していきます。 

 

 

案 

2 

チラシ・ポスター 

保険全般の加入を促

す広報媒体など 

簡便な加入手続き 

市民の加入しやすい

手続きの検討など 

自転車の整備・点検を奨励する取組 

●整備・点検を奨励する取組と

して、販売店による整備点検

が受けやすい環境づくり、自

分でできる点検の知識の伝

達等の取組を行う予定です。 

●具体の方法は、民間事業者と

連携して検討していきます。 

 

 

 

案 

3 

販売店による整備等 

協力店舗と連携した

整備点検環境など 

チラシ・ポスター 

整備点検に関する周

知・伝達など 

その他、自転車の適正利用の 

促進に関する取組 

●１～３に加え、民間事業者の

アイデア、ノウハウを活用し

た提案を広く募集し、民間事

業者と連携した取組を検討

します。 

案 

4 

最新の交通安全 

機器モニター 

…など 

共創フロントの活用 

民間事業者からの提案や 

アイデアを募集し、 

ノウハウを活用 
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様式２ 
 

テーマ型共創フロント 募集シート 
 

    ■提案の募集内容について 

募集テーマ 

 

横浜市自転車総合計画（素案）のパブリックコメントに合わせた 
自転車適正利用促進キャンペーンについて 

提案の募集対象 

（テーマに関連する

事業等の概要） 

【名称】自転車適正利用促進キャンペーン 
【概要】横浜市自転車総合計画（素案）のパブリックコメントに合わせて

展開する、自転車の交通ルール・マナーの啓発や、自転車保険加

入の推進、整備点検の励行などの自転車適正利用を促進するため

のキャンペーンを効果的に実施するための提案を募集します。 
提案を募集する 

背景・課題 

【背景】自転車総合計画（素案）のパブリックコメントのタイミングに合

わせ、キャンペーンを実施し、キャンペーンの参加、募集者等に

対して、自転車の適正利用を啓発するとともに、本市の自転車に

関する各種取組や自転車総合計画への関心を持ってもらうことを

目的とします。 
※パブコメは、平成 28 年 2～3 月頃を予定しています。 

 
【課題】現在の横浜市の自転車利用には、「車道左側の通行」を原則とする

自転車の交通ルールがなかなか守られていないことや、依然とし

て放置自転車が存在する駅前などの課題があります。この要因の

一つに、自転車ルールやマナーに対する理解度の不足があると考

えています。 
そのため、自転車に乗る人、乗らない人、子供、高齢者、若者な

ど問わず、広く「自転車の適正利用」を周知していくためのキャ

ンペーンを、総合計画のパブリックコメントに合わせて実施しま

す。 
 
【参考：自転車総合計画について】 

自転車総合計画においては、“安全に使える”“かしこく使える”

“楽しく使える”を基本理念として、自転車に関する様々な施策

を、以下の４つのテーマごとに展開する予定です。 
「まもる」交通ルールの遵守等 「はしる」通行空間整備等 
「とめる」駐輪環境整備等   「いかす」利用促進等 
 

募集対象 

 
※チェックのついたもの

が、今回の募集の対象

です 

 

■ 公民連携の提案及び連携事業者の募集 
  ⇒テーマに関する公民連携の提案・アイデア及び連携事業者の両者を

募集するものです。 
□ 公民連携の提案のみの募集 

⇒横浜市が今後の事業等の方針や仕様を定めるために、テーマに関す

る公民連携の提案・アイデア等のみを募集するものであり、連携事

業者を募集するものではありません。 
横浜市が希望する 

提案について 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．自転車総合計画に関するキャッチコピー等募集の受賞者プレゼント 
⇒自転車総合計画では、計画に関心を持っていただくため、誰でも応

募が可能な【キャッチコピー】等の募集を行う予定です。その際の

受賞者へのプレゼントとして、自転車の利用促進や交通安全に資す

る賞品の提供を希望します。 
 

２．自転車保険への加入を促進する取組 
⇒自転車保険への加入を促進するための取組について、提案を希望し

ます。 
 



様式２ 
 

横浜市が希望する 

提案について 

３．自転車の整備・点検を奨励する取組 
⇒自転車の整備・点検を奨励する取組について、実際に整備・点検を

行う取組や、整備・点検に関する周知・広報など、広く提案を希望

します。 
 

４．その他、自転車の適正利用の促進に関する取組 
⇒上記１～３以外でも、自転車の適正利用の促進に繋がる取組につい

て、提案を希望します。 
 

想定する提案の例 

 

１．自転車総合計画に関するキャッチコピー等募集の受賞者プレゼント 
（例）自転車、ヘルメット、防犯グッズ（ひったくり防止ネット等）、交通

安全グッズ（夜間の反射材）など 
 
２．自転車保険への加入を促進する取組 
（例）保険全般の加入を促すチラシ、ポスターなどの広報。 
   市民が加入しやすいような手続き方法等も含めた提案 
 
３．自転車の整備・点検を奨励する取組 
（例）協力店舗によるワンコイン点検、整備・点検に関するチラシ・ポス 
   ターなど 
 
４．その他、自転車の適正利用の促進に関する取組 
（例）自転車の安全利用に繋がる製品のモニター募集など 
 

 

■提案にあたっての条件 

募集期間 平成 27 年 10 月 19 日（月）～平成 27 年 11 月 27 日（金） 
実施予定時期 横浜市自転車総合計画のパブリックコメント実施に合わせて。 

（平成 28 年２月～３月頃を予定） 
提案の形式 

 

様式３の【提案シート】をご提出ください。 
※提案シートの他、企画書や関連資料の添付も可です 

提案の選定方法 
※チェックのある方法で

選定します 

■特に選定をしません（提案内容が妥当であれば採用数を絞込まない） 
□審査等による選定等を実施（提案内容等を審査・選定し採用数を絞込む） 
□提案を参考に、あらためて実施事業者の公募等を実施 
□その他（                        ） 

横浜市から提供でき

るメリット 

① 横浜市自転車利用推進の協力企業としての掲出（提案１～４全て） 
⇒キャンペーン告知の際の、企業名のホームページ掲出 

② ポスター掲出場所の調整支援（提案２、３、） 
⇒ポスター掲出、チラシ配布を行う場所について、公共施設、商店街、 
 自転車店など、市役所や協議会委員等による調整が可能な範囲で、 
 連携して実施を検討。 

③ キャンペーン提供賞品の概要掲出（提案１） 
⇒提供いただいた賞品のホームページ等での掲出 
 

横浜市の予算措置の

可能性 

予算措置は困難とお考えください。 

その他の留意点 同時期に行うパブリックコメント後も継続的に連携を取る必要がある場合

は、その旨ご提案ください。自転車の適正利用促進に資する取組であれば、

期間を問うものではありません。 
提案のお申込み先 横浜市 道路局 交通安全・放置自転車課 

横浜市中区港町２－６横浜関内ビル９階 
TEL 045-671-3644       FAX 045-663-6868 
E-mail do-kotsujitensya@city.yokohama.jp 



様式２ 
 

内容についての 
お問い合せ先 
（事業所管部署） 

横浜市 道路局 交通安全・放置自転車課 
TEL 045-671-3644       FAX 045-663-6868 
E-mail do-kotsujitensya@city.yokohama.jp 
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